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労働委員会の主要機能 
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＜根拠：労働組合法＞ 

 労働組合法第７条は、使用者による以下の行為等を「不当労働行為」とし

て禁止している。①労働者が労働組合の組合員であることや労働組合に加入し

たり結成しようとしたりしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由

に解雇その他の不利益取扱いをすること。②正当な理由なく労働組合との団

体交渉に応じないこと。③労働組合の結成又は運営に支配介入すること。④

不当労働行為救済の申立てをしたこと等を理由に解雇その他の不利益取扱

いをすること。 

労働委員会は、労働組合又は労働者から不当労働行為救済の申立てがあった

場合、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否か審査し、不当労働行為

に該当する場合は救済命令を発し、労使関係の正常化に必要な措置を命じて

いる。 

＜根拠：労働組合法＞ 

労働組合が以下の手続を行う場合に、労働組合法に定めた要件を備えて

いるか否か、労働委員会が審査する制度である。 

◎不当労働行為の救済を申し立てるとき。 

◎法人登記のため必要な証明書の交付を受けるとき。 

◎労働者供給事業を行うために必要な許可の手続をするとき。 

◎労働委員会の労働者委員を推薦するとき。 

＜根拠：労働関係調整法＞ 

労働組合や労働者の団体と使用者の間の紛争を、当事者いずれか一方あ

るいは双方の申請に応じて、公正な立場で調整し、解決を図るもので、以下

の３通りの方法がある。 

◎あっせん：あっせん員が当事者の事情を聴き、団体交渉のとりもちや、

双方の主張のとりなし、あっせん案を提示するなどして、合意

を図る。 

◎調  停：調停委員会が当事者の意見を聴取した上で調停案を作成し、

双方にその受諾を勧めることによって争議の解決を図る。 

◎仲  裁：当事者双方が争議の解決を仲裁委員会にゆだね、仲裁裁定に

したがって争議を解決する。 

 

＜根拠：労働関係調整法＞ 

 主として、争議予告通知

を受けた公益事業につい

て争議の内容を調査する。 

 

あっせん等の申請、不当労

働行為救済申立ての手続等に

ついて相談に応じる。 
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Ⅰ 総  説 

 

１ 制度の概要 

 

東京都労働委員会は、労働組合法第19条の12及び地方自治法第180条の５に

基づいて設置された合議制の行政委員会であり、公平な立場の第三者として

労使間の紛争処理を行うことにより、労働基本権の保護と労使関係の安定、

正常化を図ることを目的にしている。 

労働委員会の権限及び事務は、労働組合法第20条及び地方自治法第202条

の２に規定されており、労働組合法、労働関係調整法及び地方公営企業等の

労働関係に関する法律に基づき、労使間の紛争の処理に当たっている。 

労働委員会の機能は、判定的機能と調整的機能とに大別できる。判定的機

能としては、不当労働行為の審査、労働組合の資格審査等があり、調整的機

能としては、労働争議の調整（あっせん、調停、仲裁）、労働争議の実情調査

等がある。 

 

２ 委   員 

 

当委員会は、「公益委員」、「労働者委員」及び「使用者委員」の三者で構成

されており、委員数は各13名、計39名である（労働組合法第19条、同法第19条

の12、同法施行令第25条の２）。 

「公益委員」は「使用者委員」及び「労働者委員」の同意を得て知事が任

命し、また、「労働者委員」は都内の労働組合の推薦に基づき、「使用者委員」

は都内の使用者団体の推薦に基づき、それぞれ知事が任命する。任期は２年

であるが、再任を妨げない（同法第19条の12、第19条の５）。 委員は、全て非

常勤である。 

   令和６年８月１日現在の委員は、参考資料１（22、23ページ）の委員名簿

のとおりである。 
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Ⅱ 労働委員会の活動 

 

１ 会長及び会長代理 

 

会長及び会長代理は、公益委員の中から委員の選挙によって選ばれる（労 

働組合法第19条の12第６項、同法第19条の９第２項及び第４項）。 

会長は、委員会の会務を総理し委員会を代表する（同法第19条の12第６項、

同法第19条の９第３項）とともに、委員会の会議を招集する（同法第21条第

２項）。 

会長代理は、会長がその職務を行うことができないときに、会長の職務を

代行する（同法第19条の12第６項、同法第19条の９第４項）。 

 

 

２ 委員会の会議 

 

   委員会は合議制であり、重要事項は全て会議で決定される。委員会の主な 

会議には、委員全員で行う「総会」と公益委員のみで行う「公益委員会議」

があり、毎月２回定例的（原則として第１・第３火曜日）に開催している。 

「総会」の付議事項は、会長・会長代理の選挙、あっせん員候補者の委嘱・

解任、調停・仲裁の開始等で、委員会運営上の基本的事項を審議するほか、

新規受付事件の概要説明と担当委員の確認、終結事件の報告などを行う。 

「公益委員会議」の付議事項は、不当労働行為に関する命令・決定、労働 

組合の資格審査等である。 

 

 

３ 委員の活動状況 

 

委員は、前記の総会・公益委員会議に出席するほか、不当労働行為の審査 

（調査、審問、和解）、労働組合の資格審査及び労働争議の調整（あっせん、調

停、仲裁）など、担当事件の処理にあたっている。 

令和５年度における委員の活動回数は、延べ3,546回となっている。 
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４ 事務局の組織と分掌事務 

 

    委員会の事務を整理するため、事務局が置かれ（労働組合法第19条の12、 

同法第19条の11）、事務局には課を置いている。 

事務局の組織及び課の分掌事務は、次のとおりである。 

 

 

 (1) 組   織（令和６年４月１日現在） 

 

※ 本図は、執行体制を表すものであり、組織機構図とは一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

審 査 調 整 課 

総  務  課 

 

課長代理（経理担当） 

課長代理（秘書担当） 

課長代理（庶務担当） 

事 務 局 

 

課長代理（審査担当） 
 

法 務 専 門 課 長 

調 整 担 当 課 長 課長代理（調整担当） 
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(2) 課の分掌事務 

 
 
                                   

総

務

課 

① 事務局所属職員の人事及び給与に関すること。 

② 事務局事務に関する法規の調査及び解釈に関すること。 

③ 事務局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

④ 事務局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。 

⑤ 事務局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。 

⑥ 公印の管理に関すること。 

⑦ 委員相互間の連絡に関すること。 

⑧ 他の労働委員会との連絡調整に関すること。 

⑨ 事務局の予算、決算及び会計に関すること。 

⑩ 委員会及び事務局の秘書事務に関すること。  

⑪ あっせん員候補者の委嘱に関すること。 

⑫ 総会及び公益委員会議等委員会の会議に関すること。 

⑬ 会議記録の作成及び保管に関すること。 

⑭ 委員会の施策及び制度に係る基礎的調査に関すること。 

⑮ 資料及び統計の収集、整理及び保存に関すること。 

⑯ 年報等の刊行に関すること。 

⑰ 事務局事務の総合調整に関すること。 

⑱ 事務局事務の管理改善及び行政評価の実施に関すること。 

⑲ 事務局事務のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。 

⑳ 広報及び広聴に関すること。 

㉑ 審査調整課に属しないこと。 
    

審

査

調

整

課 

① 労働組合の資格審査及び証明に関すること。 

② 労働協約の地域的の一般的拘束力の適用に関すること。 

③ 不当労働行為に関する調査、審問、命令、裁判所に対する通知及び  

訴訟に関すること。 

④ 労働関係調整法第42条の規定による請求に関すること。 

⑤ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定による 

認定及び告示に関すること。 
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審

査

調

整

課 

⑥ 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。 

⑦ 争議行為の発生の届出の受理に関すること。 

⑧ 公益事業に係る争議行為の予告通知の受理に関すること。 

⑨ 労働争議の実情調査に関すること。 

⑩ 労働争議調整申請、不当労働行為救済申立て及び労働組合資格審査 

申請の手続の相談に関すること。 

 

(3) 職員定数 

 

事務局には、会長の同意を得て知事が任命する事務局長及び必要な職員 

が置かれている。事務局の職員定数は、下表のとおりである。 

 

                        （令和６年４月１日現在）（人） 

 区 分 総 務 課 審査調整課 計 

局 長 級     1 －     1 

部 長 級 － － － 

課 長 級     1     5     6 

課長代理級     4     15     19 

一 般 職 員     5     7     12 

計     11     27     38 
 

（注１）課長代理級には統括課長代理を含む。 

（注２）一般職員には主任を含む。 

（注３）職員は、全て事務職である。 
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５ 予   算 

 

    令和６年度当初予算は、歳出総額620,000千円で、前年度当初予算に比べ、 

14,000千円の減額である。 

 

区   分 

令和６年度 令和５年度 
差引増(△)減 

（千円） 予算額 

（千円） 

構成比 

（％） 

予算額 

（千円） 

構成比 

（％） 

報酬及び給与 545,180 87.9 559,820 88.3 △14,640  

事 業 費 74,820 12.1 74,180 11.7 640 

計 620,000 100.0 634,000 100.0 △14,000 
 

（注） 報酬及び給与の内訳は、報酬、人件費、通勤手当等（時間外勤務手当を除く。） 

   である。 

 

 

６ 広   報 

 

当委員会では、ホームページ上で委員会の仕組みや利用の方法などを紹介

しているほか、労使紛争の予防などにつながるよう、これまで都労委が発出

した審査事件の命令の概要や事件の取扱状況を示した統計資料などを提供し

ている。 

 

 

７ デジタル技術の活用 

 

当委員会では、対面とデジタルによる「ハイブリッド型」の手続を実現すべ

く取り組んでいる。 

対面で行ってきた相談業務や調査手続にウェブ会議システム等のデジタル技

術を導入するとともに、申立てや命令交付など、当委員会における行政手続の

オンライン化を進めている。 

さらに、事務の効率化を図るため、委員会内での書面や情報を即時に共有で

きるシステムを導入している。 
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Ⅲ 主要事業の概要 
 

１ 取扱件数の推移 

 

  令和５年度における取扱総件数は972件で、令和４年度と比較し16件の減少

となっている。 

  取扱総件数及び各事業別取扱件数の推移は、下表のとおりである。 

 

各事業別の取扱件数推移                 （件）

不当労働 労働組合の 労働争議の 労働争議の

行為の審査 資格審査 調　　整 実情調査
対前年度
増減(△)

元年度 418 342 70 138 968 △ 7

２年度 433 362 79 132 1,006 38

３年度 455 396 87 135 1,073 67

４年度 440 364 67 117 988 △ 85

５年度 418 350 75 129 972 △ 16

取扱
総件数

　事業別

年度

 

 

２ 不当労働行為の審査 

 

 憲法では、労働者の地位を使用者と対等の立場におくため、労働三権（団

結権・団体交渉権・争議権）を保障している（憲法第28条）。 

 この労働三権を具体的に保障するために、労働組合法は、第７条第１号か

ら第４号までに掲げる使用者の行為を「不当労働行為」として禁止している。 

 労働組合又は労働者は、不当労働行為と思われる使用者の行為があった場

合、労働委員会に対して救済の申立てをすることができる。 

 不当労働行為の審査は、申立人（労働組合又は労働者）からの不当労働行

為救済の申立てに基づき、使用者の行った行為が、労働組合法第７条各号に

規定する不当労働行為に該当するかどうかを判断するものである。 

 審査においては、「調査」（争点や証拠の整理等）、「審問」（証人尋問等）な

どの手続を行う。手続の過程で当事者間の合意による「和解」で解決する場
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合もあるが、審査の結果、救済又は棄却等の「命令」を発することもある。 

 不当労働行為の類型及び審査の手続については、参考資料２、３（24、25

ページ）のとおりである。 

 

 (1) 審査の状況 

 

①  取扱件数 

 

   令和５年度における取扱件数は、418件である。その内訳は、前年度か

らの繰越件数が346件、新受付件数が72件となっている。 

また、令和５年度の終結件数は、92件である。 

    

不当労働行為の審査事件の取扱件数推移                   （件） 

前年度からの
繰越件数(Ａ)

新受付
件数(Ｂ)

元年度 418 321 97 95 323

２年度 433 323 110 71[1] 362

３年度 455 362 93 102[1] 353

４年度 440 353 87 94 346

５年度 418 346 72 92 326

取扱件数
(Ａ＋Ｂ)

年度 終結件数 繰越件数

 

（注） 終結件数欄の［ ］は一部分離命令で外数である。 

 

    令和５年度の東京都の取扱件数（418件）は、全国の過半数（54.9％）

を占めている。 

 

    審査事件取扱件数（全国対比表）                    

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

東京都（件） 418 433 455 440 418

全国（件） 774 802 814 758 761

比率（％） 54.0 54.0 55.9 58.0 54.9
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② 不当労働行為の類型別取扱件数及び構成比  

 

令和５年度の不当労働行為の類型別取扱件数をみると、不利益取扱い

が270件（64.6％）と最も多く、次いで支配介入が230件（55.0％）とな

っている（表１）。 

なお、審査事件は、単一の事由により申し立てられるものよりも、申

立事由が複合するものが多い（表２）。 

  

表１ 不当労働行為の審査事件の類型別取扱件数及び構成比 

申立事由
（労組法各号）

不利益取扱い
（１号）

団交拒否
（２号）

支配介入
（３号）

労委申立てに
かかる不利益
取扱い(４号)

取扱件数(件) 270 188 230 15

構成比(％) 64.6 45.0 55.0 3.6
  

（注１） 複数の事由を申し立てる事件については、各事由毎に件数を計上している。 

（注２）構成比の数値は、小数点以下第２位を四捨五入したもの（以下同様）であ 

り、合計の数値は表２各欄の合計に必ずしも一致しない。 

 

表２ 単一類型・複合類型別取扱件数 

取扱件数（件） 構成比（%）

不利益取扱い（1号） 90 21.5%
団交拒否（2号） 80 19.1%
支配介入（3号） 16 3.8%
労委申立てに係る不利益取扱い（4号） 2 0.5%

　計 188 45.0%
不利益取扱い・団交拒否（1・2号） 15 3.6%
不利益取扱い・支配介入（1・3号） 119 28.5%
団交拒否・支配介入（2・3号） 48 11.5%
支配介入・労委申立てに係る不利益取扱い（3・4号） 1 0.2%
不利益取扱い・団交拒否・支配介入（1・2・3号） 35 8.4%
不利益取扱い・団交拒否・
労委申立てに係る不利益取扱い（1・2・4号）

1 0.2%

不利益取扱い・支配介入・
労委申立てに係る不利益取扱い（1・3・4号）

2 0.5%

団交拒否・支配介入・
労委申立てに係る不利益取扱い（2・3・4号）

1 0.2%

不利益取扱い・団交拒否・支配介入・
労委申立てに係る不利益取扱い（1・2・3・4号）

8 1.9%

　計 230 55.0%

418 100.0%

申立事由

単
一
類
型

複
合
類
型

合　　計  
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③ 被申立人（使用者）の事業所規模別・産業別の取扱件数及び構成比 

 

 令和５年度の被申立人（使用者）の事業所規模別取扱件数をみると、

1,000人以上の事業所が241件（57.7％）と特に多い。 

 被申立人（使用者）の産業別取扱件数をみると、公務が117件（28.0％）

と最も多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

(2) 審査の期間の目標 

 

 労働組合法では、労働委員会が審査の期間の目標を定めるとともに、目

標の達成状況その他の審査の状況を公表することとなっている（同法第27

条の18）。当委員会では、審査期間の目標を平成17年に２年と定め、平成

20年からは、原則として１年６か月に短縮して審査の迅速化に取り組んで

いる。さらに、審問終了後、より早い時点において争点に対する判断の方

向性を絞り込むことや、命令発出までのきめ細やかな進行管理などの取組

を行っている。 

 

 

事業所規模・産業別内訳 （取扱件数＝418件（100％）） 

事業所規模別内訳               産業別内訳 
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平成20年１月１日以降の申立事件に係る目標達成状況（令和６年３月末現在）  

 

新規申立・終結状況（平成 20 年１月１日以降） 

 

新規 

申立 

     終 結 状 況  未終結 

取下 和解 
命令・ 
決定 

終結計  

うち１

年６か

月経過 

件数

（件） 
1,707 227 964 316 1,507 200 122 

平均処

理日数

（日） 

 379.7 370.5 858.2 474.1   

 

終結事件の処理日数別内訳                  （件） 

  
取下 和解 

命令・ 
決定 

合計 

 

６か月以内 83 335 1 419 

６か月超～１年以内 51 278 10 339 

１年超～１年６か月以内 46 153 40 239 

 １年６か月以内 180 766 51 997 

１年６か月超 47 198 265 510 

 

３ 労働組合の資格審査 

 

  労働組合の資格審査とは、労働組合が、自主的かつ民主的に組織・運営さ

れているかなど、労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に適合するかど

うかを審査するものである。 

 労働組合は、法人登記をするために必要な証明書の交付を受けるとき、不

当労働行為の救済を申し立てるとき、労働者供給事業を行うために必要な許

可の手続をするとき等に、資格審査を申請する。 
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(1) 取扱件数 

 

    令和５年度における取扱件数は、350件である。その内訳は、前年度から

の繰越件数が238件、新受付件数が112件となっている。 

また、令和５年度の終結件数は、126件である。 

 

労働組合の資格審査の取扱件数推移               （件） 

前年度からの
繰越件数(Ａ)

新受付
件数(Ｂ)

元年度 342 203 139 137 205

２年度 362 205 157 97 265

３年度 396 265 131 142 254

４年度 364 254 110 126 238

５年度 350 238 112 126 224

取扱件数
(Ａ＋Ｂ)

年度 終結件数 繰越件数

 

 

 (2) 申請事由別取扱件数及び構成比 

 

 令和５年度の申請事由別取扱件数をみると、不当労働行為救済の申立て

のための申請が329件（94.0％）と、その大部分を占めている。 

 

労働組合の資格審査の申請事由別取扱件数及び構成比  

申請事由
不当労働行為
救済申立て

法人登記
労働者供給

事業許可申請
労働委員会
委員の推薦

計

取扱件数(件) 329 16 1 4 350

構成比(％) 94.0 4.6 0.3 1.1 100.0
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４ 労働争議の調整 

 

労働争議の調整は、労働関係調整法、地方公営企業等の労働関係に関する

法律等に基づいて行うもので、調整の方法としては、「あっせん」、「調停」及

び「仲裁」がある。 

「あっせん」は、会長から指名されたあっせん員が、労使双方の主張の要

点を確認し、労使の間に立ち、労使の自主的な交渉を側面から援助して、労

働争議･紛争を解決に導く手法である。 

「調停」は、会長から指名された公労使委員からなる三者構成の調停委員

会が、労使双方の主張の要点を確かめ、公正適切な判断によって作成した「調

停案」を関係当事者に提示し、その受諾を勧告して両当事者の妥協を図り、

労働争議･紛争を解決に導く手法である。 

「仲裁」は、会長が指名した３名以上の奇数の公益委員で構成する仲裁委

員会が、労使双方の主張を踏まえて「仲裁裁定」を出し、労働争議・紛争を

解決する手法である。「仲裁裁定」は、労使当事者を拘束する。 

 なお、調整の方法については参考資料４（26ページ）、あっせんの手続につ

いては参考資料５（27ページ）のとおりである。 

 

(1) 取扱件数 

 

 令和５年度における調整事件全体の取扱件数は75件であり、75件の内訳

は、前年度からの繰越件数が13件、新受付件数が62件となっている。 

また、令和５年度の終結件数は、59件である。 
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労働争議の調整の取扱件数推移                   （件） 

前年度からの
繰越件数(Ａ)

新受付
件数(Ｂ)

元年度 70 14 56 53 17

２年度 79 17 62 62 17

３年度 87 17 70 69 18

４年度 67 18 49 54 13

５年度 75 13 62 59 16

年度
取扱件数
(Ａ＋Ｂ)

終結件数 繰越件数

 

 

令和５年度の東京都の取扱件数（75件）は、全国の約３分の１（32.1％） 

を占めている。 

 

    調整事件取扱件数（全国対比表）                    

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

東京都（件） 70 79 87 67 75

全国（件） 270 277 258 212 234

比率（％） 25.9 28.5 33.7 31.6 32.1
 

 

(2) 調整の方法別取扱件数及び構成比 

 

 調整の方法別取扱件数及び構成比でみると、令和５年度は全てあっせん

となっている。 

 

労働争議の調整の方法別取扱件数及び構成比 

調整の方法 あっせん 調停 仲裁 計

取扱件数(件) 75 0 0 75

構成比(％) 100.0 0.0 0.0 100.0
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(3) 調整事項別取扱件数及び構成比 

 

 令和５年度の調整事項別取扱件数をみると、団体交渉の促進が62件

（66.0％）と最も多くなっている。 

 

労働争議の調整事項別取扱件数及び構成比 

調整事項 団交促進
経営又は
人事

賃金等
給与以外の
労働条件

その他

取扱件数(件) 62 20 5 2 5

構成比(％) 66.0 21.3 5.3 2.1 5.3
 

（注） １事件について複数の調整事項を申請するケースがあるので、調整事項別

取扱件数の合計は、労働争議の調整の取扱件数と一致しない。 

 

 

(4) 使用者の事業所規模別・産業別の取扱件数及び構成比 

 

 令和５年度の使用者の事業所規模別取扱件数をみると、100人未満の事業

所が30件（40.0％）と最も多くなっている。 

 産業別取扱件数をみると、サービス業が21件（28.0％）と最も多く、次

いで運輸業・郵便業が15件（20.0％）となっている。 
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５ 労働争議の実情調査 

 

 労働争議の実情調査は、主として、労働関係調整法第37条により争議予告

通知を受けた公益事業（運輸・医療・公衆衛生など）について、争議の内容

を調査するものである。 

 公益事業において、当事者である労働組合又は使用者が争議行為をしよう

とする場合は、争議行為をする10日前までに、労働委員会と都知事に争議予

告通知を提出しなければならないとされている（労働関係調整法第37条）。 

 

(1) 取扱件数 

 

 令和５年度における取扱件数は、129件である。その内訳は、前年度から

の繰越件数が42件、新受付件数が87件となっている。 

また、令和５年度の終結件数は、84件である。 

 

 

事業所規模・産業別内訳 （取扱件数＝75 件（100％））        

事業所規模別内訳            産業別内訳 
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労働争議の実情調査の取扱件数推移               （件） 

前年度からの
繰越件数(Ａ)

新受付
件数(Ｂ)

元年度 138 50 88 92 46

２年度 132 46 86 83 49

３年度 135 49 86 93 42

４年度 117 42 75 75 42

５年度 129 42 87 84 45

年度
取扱件数
(Ａ＋Ｂ)

終結件数 繰越件数

 

 

(2) 調査対象別取扱件数及び構成比 

 

 令和５年度の調査対象別取扱件数をみると、95件（73.6％）の医療業が

最も多くなっている。 

 

労働争議の実情調査の対象別取扱件数及び構成比 

調査対象 医療業
廃棄物
処理業

通信・
運輸業

その他 計

取扱件数(件) 95 18 15 1 129

構成比(％) 73.6 14.0 11.6 0.8 100.0
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６ 相   談 

 

  労働争議の調整の申請、不当労働行為救済の申立て、労働組合の資格審査

の申請の方法、手続等について、随時、労使からの相談に応じている。 

  令和５年度における相談件数は、1,222件であり、不当労働行為の審査につ

いての相談が最も多くなっている。 

 

相談の内容別取扱件数及び構成比 

相談の内容
不当労働
行為の審査

労働組合の
資格審査

労働争議の
調整

その他 計

263 225 250 484 1,222

(72) (112) (62) (1) (247)

構成比(％) 21.5 18.4 20.5 39.6 100.0

取扱件数(件)

    （注１） 取扱件数の（ ）内は、申請・申立て件数（内数）である。 

（注２） 「その他」とは、賃金や退職金の不払い、解雇等についての相談である。 

 

 

７ 再審査と行政訴訟 

 

  不当労働行為救済申立てに係る審査の結果、委員会の発した命令に不服の

ある当事者は、中央労働委員会に対して再審査の申立てをするか、又は地方

裁判所に対して命令の取消しを求める行政訴訟を提起することができる （労

働組合法第27条の15、同法第27条の19）。 

 令和６年３月31日現在では、中央労働委員会に26件の再審査が係属し、ま

た、裁判所に５件の行政訴訟が係属している。
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参考資料１ 
 

第 46 期 東京都労働委員会委員名簿 
（令和６年８月 1日現在） 

 
※ 任期 令和５年 12 月１日～令和７年 11 月 30 日 

 
 
公益委員（◎は会長、○は会長代理） 
 

氏  名     現        職        等 

◎團藤  丈士 元名古屋高等裁判所長官 

 ○太田  治夫 弁護士（東京弁護士会） 

 ○水町 勇一郎 早稲田大学 法学学術院教授 

  垣内  秀介 東京大学大学院 法学政治学研究科教授 

神吉 知郁子 東京大学大学院 法学政治学研究科教授 

北井 久美子 弁護士（第二東京弁護士会） 

  田村  達久 早稲田大学 法学学術院教授 

富永  晃一 上智大学 法学部教授 

  西村  美香 成蹊大学 法学部教授 

  福島 かなえ 弁護士（第一東京弁護士会） 

   森   円香 弁護士（第二東京弁護士会） 

   渡邉  敦子 弁護士（東京弁護士会） 

 
 
労働者委員 
 

氏  名     現        職        等 

浦野  英子 東京都電力総連 特別執行委員 

川上  晴司 ＪＡＭ東京千葉 参与 

 北    健一 

（田中   弘尚） 
日本出版労働組合連合会 副委員長 

   久保 潤一郎 連合東京労働局・局長 

齊藤  好行 情報労連東京都協議会 特別幹事 
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氏  名     現        職        等 

土屋  亮 運輸労連東京 執行委員長 

二木  栄一 自動車総連東京地方協議会 議長 

日野  麻美 自治労東京都本部 特別中央執行委員 

外囿  幸二 電機連合東京地方協議会 特別常任幹事 

町田  𠮷宏 ＵＡゼンセン 副書記長 

森   治美 全労連・全国一般労働組合東京地方本部 副委員長 

安田  潔 東京交通労働組合 顧問 

横山  陽子 ＵＡゼンセン東京都支部 参与 

 
 
使用者委員 
 

氏  名     現        職        等 

朝香  博 株式会社東商サポート＆サービス 顧問 

  石川  直 株式会社資生堂 社友 

石川  純彦 一般社団法人東京経営者協会 参与 

  岩下  秀市 明治ホールディングス株式会社 顧問 

熊田  京子 東日本電信電話株式会社 社友 

倉橋  幸則 ＫＤＤＩ株式会社 社友 

  黒羽  二朗 ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社 顧問 

  佐野  通則 東京都中小企業組合士協会 理事 

  髙田  淳彦 鹿島建設株式会社 社友 

  多賀谷 勝 東京都中小企業組合士協会 理事 

  松田  二郎 東京都中小企業団体中央会 副会長 

  宮下  惠子 全日本空輸株式会社 社友 

  和田  慶宏 旭化成株式会社 社友 
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参考資料２ 
 

 不当労働行為の類型 

 
 

類型別  労働者（労働組合）が……  使用者が……  号 別 
 

 

不利益 
 

取扱い 

  
１ 労働組合の組合員であること 

 
 ２ 労働組合に加入したりこれを 
 
  結成しようとしたりしたこと 
 
 ３ 労働組合の正当な行為をした 
 
  こと 

 
 
 
  を理由に 
 
    １ 解雇すること 
 
     ２ その他不利益な取扱 
 
    いをすること 

１ 号 

 

黄犬契約 

 
 １ 労働組合に加入しないこと 
 
 ２ 労働組合から脱退すること 

 
 
   を雇用条件とすること 

 団体交渉 
 
の 拒 否 

団体交渉を申し入れたこと 
 
 

 に対して正当な理由なく拒否 
 
 すること 

２ 号 

支配介入 

  
１ 労働組合を結成すること 

 
 ２ 労働組合を運営すること 
  

  
 
   に対して支配介入すること 

３ 号 

経費援助 労働組合の運営に要する費用 を援助すること 

  
労働委員 

 
 会に申立 
 
 てなどを 
 
 したこと 
 
を理由と 

 
する不利 

 
益取扱い 

  
１ 労働委員会に不当労働行為 

  
 救済の申立てをしたこと 

  
２ 不当労働行為の命令について 

 
  再審査申立てをしたこと 
 
 ３ １、２及び争議の調整の際に 
 
  証拠を提出したり発言したりし 
 
  たこと 

 
 
 
   を理由に 
 
     １ 解雇すること 
 
     ２ その他不利益な取扱 
 
    いをすること 

４ 号 

（注）号別は、労働組合法第７条各号を示す。 
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参考資料３ 
 

不当労働行為の審査の手続 
 
 
 
                   ＊労働組合又は 
                    労働者による申立て 
 
 
 
                   ＊審査委員（公益委員）の選任 

＊参与委員（労・使委員）の選任 
 
 
 
                   ＊調査：当事者双方の主張の整理 
                       提出された証拠の整理 
                       審査計画書の作成 
                   ＊審問：当事者双方の陳述 
                       証人の尋問 
                       当事者双方の最終陳述 
 
 
                   ＊話合いによる解決 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ＊担当参与委員から意見を聴取した 
                    上で、公益委員会議で不当労働行 
                    為の成否を判断 
 
 
 
                   ＊全部救済 
                    一部救済 
                    棄却 
                    却下 
 

申 立 て 

公益委員会議 

参与委員からの意見聴取 

担当委員の選任 

審 査 活 動 

（調査・審問） 

命 令 

和解 
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参考資料４ 

 
調 整 の 方 法 

 

 

 あ っ せ ん 調    停 仲     裁 

 
担当者 

あ っ せ ん 員 
 
 

１名又は数名 

  
 

調 停 委 員 会 
 
 
公益委員 

 
労働者委員  同 

 
使用者委員  数 

 
 

仲 裁 委 員 会 
 
 

公益委員  
３名以上の奇数 

  
労使委員は意見を 

 
述べることができる 

 

開始事由 

 
 
１ 労使いずれか 

 
  一方の申請 
 
２ 労 使 双方 の 

   
申請 

  
３ 職権 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
１ 労使双方 の 

   
申請 

  
２ 労使いずれか 

 
 一方の申請 

   
労働協約に定めの 
 

  ある場合及び公益 
 
  事業の場合 
 
３  職権 

 
４  厚生労働大臣 

 
 又は知事の請求 

 
 
１ 労使双方 の 

 
  申請 
 
 ２ 労使いずれか 
 
  一方の申請 
 
  労働協約に定めの 
 
  ある場合 

 

解決案 
 

の提示 
提示することもある 原則提示 原則提示 

解決案 
 

の受諾 
任 意 任 意 

労働協約と同一の効力 
 
を持って当事者を拘束 
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参考資料５ 
 

あ っ せ ん の 手 続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請(労使いずれか一方・労使双方)又は職権 

相手方にあっせんに応じるかどうか意向確認 

会長のあっせん員指名 

応じる 応じない 

労使双方から事情聴取 

・団体交渉のとりもち 

・主張のとりなし 

・あっせん案の提示 

・あっせん員意見等の提示 

打切・取下 

打切・取下 解 決 

あ 
っ 
せ 
ん 
員 
の 
活 
動 
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